
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
条
文
（
検
体
検
査
の
精
度
の
確
保
関
係
す
る
部
分
の
み
）

○

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）
【
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
施
行
・
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
・
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
十
五
条
の
二

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
は
、
当
該
病
院
、
診

（
新
設
）

療
所
又
は
助
産
所
に
お
い
て
、
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
検
体
検
査
（
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
検
体
検
査
」
と
い
う
。
）
の
業
務
を
行
う
場

合
は
、
検
体
検
査
の
業
務
を
行
う
施
設
の
構
造
設
備
、
管
理
組
織
、
検
体
検

査
の
精
度
の
確
保
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
を
検
体
検
査
の
業
務
の
適
正
な
実

施
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
三

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
は
、
検
体
検
査
の
業

第
十
五
条
の
二

（
新
設
）

務
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
委
託
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け

た
衛
生
検
査
所
の
開
設
者

二

病
院
又
は
診
療
所
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
に
お
い
て
検

体
検
査
の
業
務
を
行
う
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
が
検
体
検
査
の
業
務
を
行

う
施
設
の
構
造
設
備
、
管
理
組
織
、
検
体
検
査
の
精
度
の
確
保
の
方
法
そ

の
他
の
事
項
が
検
体
検
査
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
必
要
な
も
の
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

２

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
は
、
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所

kkfyl
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、
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
業
務
の
う
ち
、
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師

の
業
務
の
う
ち
、
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
の
診
療
若
し
く
は
助
産
師
の
業

の
診
療
若
し
く
は
助
産
師
の
業
務
又
は
患
者
、
妊
婦
、
産
婦
若
し
く
は
じ
よ

務
又
は
患
者
、
妊
婦
、
産
婦
若
し
く
は
じ
よ
く
婦
の
入
院
若
し
く
は
入
所
に

く
婦
の
入
院
若
し
く
は
入
所
に
著
し
い
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
政
令
で

著
し
い
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
委
託
し
よ
う
と

定
め
る
も
の
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
病
院
、
診
療
所
又
は
助

す
る
と
き
は
、
当
該
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
業
務
の
種
類
に
応
じ
、

産
所
の
業
務
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
業
務
を
適
正
に
行
う
能
力
の
あ
る
者
と

当
該
業
務
を
適
正
に
行
う
能
力
の
あ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
委
託
し
な
け
れ
ば

基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
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○

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）
【
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
臨
床
検
査
技
師
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
免
許
を

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
臨
床
検
査
技
師
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
免
許
を

受
け
て
、
臨
床
検
査
技
師
の
名
称
を
用
い
て
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示

受
け
て
、
臨
床
検
査
技
師
の
名
称
を
用
い
て
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示

の
下
に
、
人
体
か
ら
排
出
さ
れ
、
又
は
採
取
さ
れ
た
検
体
の
検
査
と
し
て
厚

の
下
に
、
微
生
物
学
的
検
査
、
血
清
学
的
検
査
、
血
液
学
的
検
査
、
病
理
学

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
検
体
検
査
」
と
い
う
。
）
及
び
厚
生

的
検
査
、
寄
生
虫
学
的
検
査
、
生
化
学
的
検
査
及
び
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

労
働
省
令
で
定
め
る
生
理
学
的
検
査
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

る
生
理
学
的
検
査
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

第
五
章

衛
生
検
査
所

第
四
章
の
二

衛
生
検
査
所

（
登
録
）

（
登
録
）

第
二
十
三
条

衛
生
検
査
所
（
検
体
検
査
を
業
と
し
て
行
う
場
所
（
病
院
、
診

第
二
十
条
の
三

衛
生
検
査
所
（
人
体
か
ら
排
出
さ
れ
、
又
は
採
取
さ
れ
た
検

療
所
、
助
産
所
又
は
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
内
の
場
所
を
除
く
。
）

体
に
つ
い
て
第
二
条
に
規
定
す
る
検
査
を
業
と
し
て
行
う
場
所
（
病
院
、
診

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
衛
生
検
査
所

療
所
又
は
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
内
の
場
所
を
除
く
。
）
を
い
う
。

に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
衛
生
検
査
所

以
下
同
じ
。
）
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
衛
生
検
査
所
に
つ
い
て

の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は

、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
衛
生
検
査
所
の
所
在
地

特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
以
下
こ
の
章

の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
登
録
（
以
下
「
登
録
」
と
い
う
。
）
の
申
請

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
登
録
（
以
下
「
登
録
」
と
い
う
。
）
の
申
請

が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
に
係
る
衛
生
検
査
所
の
構
造
設
備
、

が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
に
係
る
衛
生
検
査
所
の
構
造
設
備
、

管
理
組
織
、
検
体
検
査
の
精
度
の
確
保
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
が
検
体
検
査

管
理
組
織
そ
の
他
の
事
項
が
第
二
条
に
規
定
す
る
検
査
の
業
務
（
以
下
「
検

の
業
務
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適

査
業
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
厚
生
労
働
省
令
で
定
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合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
そ
の
申
請
者
が
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ

め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
そ
の
申
請
者
が
第
二
十
条

り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

の
七
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過

で
あ
る
と
き
は
、
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

登
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

登
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

検
体
検
査
の
業
務
の
内
容

三

検
査
業
務
の
内
容


